
財務諸表に係る注記 

令和４年度 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日 

令和５年度 

自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産の減価償却の方法 

①行政財産、普通財産及びリース資産 

定額法により残存価額１円まで減価償却

を行っています。「板橋区固定資産台帳

運用基準」において耐用年数や資産を取得

した翌年度から減価償却を開始することを

定めています。 

 

②重要物品 

定額法により残存価額１円まで減価償却

を行っています。耐用年数は「物品名鑑耐

用年数対応表」で定めています。また「板

橋区固定資産台帳運用基準」において、

資産を取得した翌年度から減価償却を開始

することを定めています。 

 

③インフラ資産 

定額法により残存価額１円まで減価償却

を行っています。「板橋区固定資産台帳

運用基準」において耐用年数や資産を取得

した翌年度から減価償却を開始することを

定めています。ただし、道路の舗装部分等

のうち取替資産については、部分的取替に

要する支出を費用として処理する方法を採

用しています。 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産の減価償却の方法 

①行政財産、普通財産及びリース資産 

 

 

同 左 

 

 

 

②重要物品 

 

 

 

同 左 

 

 

 

③インフラ資産 

 

 

 

同 左 

 

 

 

 

（２）ソフトウェア資産の減価償却の方法 

定額法により残存価額をゼロ円まで減価

償却を行っています。耐用年数は５年と

し、資産を取得した翌年度から減価償却を

開始することとしています。 

（２）ソフトウェア資産の減価償却の方法 

 

同 左 

 

 



令和４年度 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日 

令和５年度 

自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

（３）有価証券及出資金の評価基準及び 

評価方法 

区が保有する外郭団体等の株式及び出資

金等を取得原価により計上しています。 

（３）有価証券及出資金の評価基準及び 

評価方法 

同 左 

（４）引当金の計上基準 

①不納欠損引当金 

特別区民税、使用料等の収入未済の一部

については、時効の完成等によって不納欠

損となる可能性があるため、過去５か年の

不納欠損実績等により不納欠損実績率を算

定し、年度末の収入未済金額に乗じた額を

不納欠損引当金として計上しています。ま

た、個々の債権の状況に応じた、より合理

的な算定方法が存在する場合には、当該方

法により引当金を計上しています。 

 

②貸倒引当金 

貸付金の一部については、返済免除又は

減免となる可能性があるため、過去５か年

の貸倒実績等により貸倒実績率を算定し、

年度末の貸付金額に乗じた額を貸倒引当金

として計上しています。また、個々の債権

の状況に応じた、より合理的な算定方法が

存在する場合には、当該方法により引当金

を計上しています。 

 

③賞与引当金 

規則等により支給される期末手当及び勤

勉手当については、翌会計年度に支払うこ

とが予定されているもののうち、当期の負

担相当額並びに当期の負担相当額に係る法

定福利費相当額を賞与引当金として計上し

ています。 

（４）引当金の計上基準 

①不納欠損引当金 

 

 

 

 

同 左 

 

 

 

 

 

②貸倒引当金 

 

 

 

 

同 左 

 

 

 

 

③賞与引当金 

 

 

同 左 

 

 

 



令和４年度 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日 

令和５年度 

自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

④退職給与引当金 

退職手当については、当年度末に在籍す

る一般職及び特別職の全員が自己都合によ

り退職するとした場合の退職手当要支給額

を退職給与引当金として計上しています。 

④退職給与引当金 

 

同 左 

 

 

（５）その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

①固定資産の計上基準 

行政財産、普通財産、重要物品、インフ

ラ資産、リース資産及びソフトウェア資産

の貸借対照表の価額は、取得原価により計

上しています。 

 

②財務諸表の金額の表示 

会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額

で表示しています。また、行政コスト計算

書では引当金の繰入と戻入に係る金額が発

生した場合は、引当金の繰入額と、その他

特別収入の引当金の戻入額に相当する金額

とを相殺して表示しています。 

（５）その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

①固定資産の計上基準 

 

 

同 左 

 

 

②財務諸表の金額の表示 

 

 

同 左 

 

 

 

２ 重要な会計方針の変更 

（１）会計処理の原則又は手続の変更 

――――――― 

（※当期、該当の無い事項を「－」で表し

ています。以下同じ。） 

２ 重要な会計方針の変更 

（１）会計処理の原則又は手続の変更 

――――――― 

 

（２）表示方法の変更 

――――――― 

（２）表示方法の変更 

――――――― 

 

３ 重要な後発事象 

（１）主要な業務の改廃 

――――――― 

３ 重要な後発事象 

（１）主要な業務の改廃 

――――――― 

 



令和４年度 

自 令和４年４月 １日 

至 令和５年３月３１日 

令和５年度 

自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

（２）組織・機構の大幅な変更 

――――――― 

 

（２）組織・機構の大幅な変更 

――――――― 

（３）地方財政制度の大幅な改正 

――――――― 

 

（３）地方財政制度の大幅な改正 

――――――― 

 

（４）重大な災害等の発生 

――――――― 

 

（４）重大な災害等の発生 

――――――― 

 

（５）その他重要な後発事象 

――――――― 

 

（５）その他重要な後発事象 

――――――― 

 

 

  



４ 偶発債務 

（１）債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの 

   － 

 

(２）係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているものの中で重要なもの 

 

 

５ 追加情報 

（１）出納整理期間 

財務諸表の作成基準日は、令和 6 年 3 月 31 日時点としていますが、会計年度終

了後から地方自治法第 235 条の 5 に定める 5 月 31 日の出納閉鎖までを出納整理期

間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等

を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

  

（２）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項 

①引当金明細 

  

項目 訴訟内容

新型コロナウイルス感
染者の自宅療養中の死
亡に係る損害賠償請求
事件

新型コロナウイルス感染症の感染者が区内の自宅で療養中に死亡し
たことは、保健所職員による注意義務違反に基づくものであるとし、
令和５年７月、遺族は区に対し約６千万円の損害賠償を求める訴訟を
提起した。

金額（円）

1,093,863,070 1,144,288,688

5,664,730 6,045,138

増加額
令和５年度末

残高
令和５年度開始時

残高

不納欠損引当金

貸倒引当金

退職給与引当金

賞与引当金

21,808,377,165

1,032,995,788

5,831,570

目的利用 その他

減少額

3,063,231,233

980,285,782

1,043,341,932

2,028,674,069

2,284,388

48,662

0

0

5,402,500

1,777,086,068

2,028,674,069 3,063,231,233

22,542,121,301



②会計間の繰入・繰出 

会計間の繰入繰出額は以下のとおりです。各会計合算財務諸表では、それぞれ相殺控 

除した金額で表示しています。 

 

 

③利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

  402,972,283 円 

 

④繰越事業に係る将来の支出予定額 

  773,860,000 円 

 

⑤一時借入金等の実績額等 

  － 

 

  

金額（円）

21,390,644,750

21,390,644,750
行政サービス活動収入繰入金
（一般会計）

6,479,107,200

7,108,581,000

734,000,643

145,348,646

介護保険事業特別会計

164,318,000

296,185,997

後期高齢者医療事業特別
会計

金額（円） 勘定科目（収入）

128,148,000
東武東上線連続立体化
事業特別会計

行政サービス活動支出繰出金
（特別会計）

734,000,643
行政サービス活動収入繰入金
（特別会計）

164,318,000

296,185,997

145,348,646

21,390,644,750
行政収入　繰入金
（一般会計）

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別
会計

東武東上線連続立体化
事業特別会計

128,148,000

内
訳

内
訳

6,479,107,200

7,108,581,000

734,000,643

国民健康保険事業特別
会計

東武東上線連続立体化
事業特別会計

399,453,000

金額（円）

行政費用　繰出金
（特別会計）

734,000,643
行政収入　繰入金
（特別会計）

21,390,644,750

金額（円） 勘定科目（貸方）財務諸表 勘定科目（借方）

国民健康保険事業特別
会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別
会計

399,453,000

内
訳

国民健康保険事業特別
会計

7,403,503,550

行政コスト
計算書

キャッシュ
・フロー計

算書

行政費用　繰出金
（一般会計）

財務諸表 勘定科目（支出）

国民健康保険事業特別
会計

行政サービス活動支出繰出金
（一般会計）

後期高齢者医療事業特別
会計

介護保険事業特別会計
内
訳

東武東上線連続立体化
事業特別会計

7,403,503,550



６ その他 

（１）貸借対照表関係 

①固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しているため、省略します。 

 

②有価証券及出資金及び貸付金の内訳 

 

 

③特別区債及び借入金の償還予定額 

貸借対照表の流動負債に令和 6 年度償還予定額（短期）を、固定負債に令和 7 年度以

降の償還予定額（長期）をそれぞれ掲載しています。 

 

④その他債権の内訳 

  － 

 

⑤歳計外現金の残高 

令和 6 年 3 月 31 日現在の歳計外現金の残高は、6,032,477,668 円です。 

 

  

貸付金 4,048,609,547 83,244,119 4,131,853,666

金額（円）

区分
 板橋区の外郭団体に
 対するもの

その他のもの 合計

有価証券及出資金 1,310,000,000 79,399,392 1,389,399,392



（２）行政コスト計算書関係 

①収入科目の内容及び計上基準 

 

 

 

  

内容及び計上基準

地方税
特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、入湯税について収入
した額を計上

地方譲与税
地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税及び地方
道路譲与税について収入した額を計上

地方特例交付金
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方
公共団体の減収を補てんするために交付された額を計上

その他交付金等

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消
費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、交通安
全対策特別交付金について収入した額を計上

特別区財政調整交付金 特別区財政調整交付金について収入した額を計上

保険料

国民健康保険事業特別会計における国民健康保険料、介護保険事
業特別会計における介護保険料及び後期高齢者医療事業特別会計
における後期高齢者医療保険料について収入した額を計上

国庫支出金 国庫支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
都支出金 都支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上

分担金及負担金

分担金及負担金のうち行政サービス活動に充当された額並びに国
民健康保険事業特別会計の療養給付費等交付金、前期高齢者交付
金、共同事業交付金及び介護保険事業特別会計の支払基金交付金
について収入した額を計上

使用料及手数料 使用料及び手数料について収入した額を計上
財産収入 財産貸付収入等について収入した額を計上
諸収入(受託事業収入) 受託事業収入について収入した額を計上
諸収入 収益事業収入、物品売払代金等について収入した額を計上
寄附金 寄附金について収入した額を計上

繰入金
他会計からの繰入金のうち、行政サービス活動に充当された額を
計上

その他行政収入 上記以外の行政収入を計上
金融収入

受取利息及配当金  預金利子等について収入した額を計上
特別収入

固定資産売却益
固定資産（有価証券及出資金を除く。）の売却による収入額又は
債権額のうち、帳簿価額を上回る額を計上

その他特別収入 その他過年度損益修正益等を計上

科目
行政収入



②行政費用のうち物件費の内訳 

 

 

③投資的経費について 

行政費用の勘定科目として投資的経費があり、固定資産の取得原価に算入されないも

のを費用として計上しています。主に道路舗装等の取替資産の更新経費が計上されてい

ます。 

 

④その他特別収入及びその他特別費用の主な内訳 

その他特別収入のうち、その他過年度損益修正益は、6,160,566,128 円であり、その

他特別費用のうち、その他過年度損益修正損は、164,015,689 円です。 

 

（３）キャッシュ・フロー計算書関係 

①財務活動における特別区債収入の内訳 

 

  

勘定科目 金額（円）

      物件費 46,315,500,856

        委託料 33,848,723,435

        役務費 3,322,985,788

        需用費 4,361,913,440

        使用料及賃借料 4,318,791,105

        備品購入費 326,624,878

        その他物件費 136,462,210

名称 金額（円）

　合計 1,076,500,000

　道路整備事業起債 606,000,000

　区営住宅改築事業起債 84,000,000

　学校改修事業起債 386,500,000



②行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動 

収支差額との差額 

 

 

（内訳） 

 

 

（４）純資産変動計算書 

①受贈財産評価額 

主な内訳は、都市計画法第 40 条に基づき、開発事業者から帰属を受けた土地

654,081,915 円などです。 

△ 3,509,531,299

金額（円）

行政コスト計算書　当期収支差額

キャッシュ・フロー計算書　行政サービス活動収支差額

差額

11,628,676,947

15,138,208,246

①有形・無形固定資産の増減（A)

＜内訳＞

減価償却費

固定資産売却益

固定資産売却損

固定資産除却損

②事業活動に係る流動資産・負債の変動（B)

＜内訳＞

収入未済の増減

還付未済金の増減

③その他非現金取引項目（C)

＜内訳＞

不納欠損引当金繰入額

不納欠損額

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

賞与引当金繰入額

賞与引当金取崩額

退職給与引当金繰入額

退職給与引当金取崩額

その他非現金の収入・費用項目

④その他取引項目（D)

＜内訳＞

その他特別収入

その他特別費用

△ 3,509,531,299

△ 3,063,231,233

2,028,674,069

△ 5,144,073,713

263,691,232

0

△ 2,455,619,576

1,096,168,964

△ 1,091,578,682

△ 426,813,468

△ 166,743,689

△ 7,336,002,057
金額（円）

（A)＋（B)＋（C)＋（D)

△ 5,616,068

△ 1,777,086,068

1,043,341,932

0

△ 3,292,347,018

6,022,648,812

6,189,392,501

△ 37,500

983,730,352

112,438,612


